
様

独立行政法人水資源機構 分任契約職

筑後川上流総合管理所長

実施しません。

まで

ＦＡＸ　０９４６－２５－０１３３ 又は、０９４６－２５－０１１６

mail    nyukei_chikugojyouryu@water.go.jp

まで

※質問の回答については、翌営業日の12時までにＨＰに掲載します。

２回を限度とする。

2

4 見 積 結 果 見積結果については、契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌
日（翌日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知します。

ＴＥＬ　０９４６－２５－０１１３

5)

見 積 書 等

②

①

見積参加要件

（ 公 印 省 略）

3

2

1) 様 式 等

見　積　依　頼　書

4 内 容 等 別添、仕様書等のとおり

工 事 名1

工 期

担 当 者

3

見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名
（法人の場合は、法人名及びその代表者名）を記載し、代表者の印章を押印して下さ
い。なお、代表者の印章の押印は省略可能ですが、その場合は余白に「本件責任者及
び担当者」の氏名及び連絡先を記載して下さい。また、余白にくじ番号を記載して下
さい。

2)

現 場 説 明

・別添仕様書のとおり施行が可能であるもの。

場 所 大分県日田市大山町西大山地内

筑 上 経 第 52 号

令 和 8 年 6 月 5 日

参 加 希 望 者

前 田 剛 宏

提出期限

令和8年度　松原ダム副水位計保護管据付工事（オープンカウンター方式）

　上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟読のうえ提出して下さい。

記

1

見積書を提出した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできま
せん。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を
主張することはできません。

6) 質 問 書 令 和 8 年 6 月 9 日 12時

契約締結の翌日 から　令和8年8月30日 まで

3) 見 積 書 令和8年 6月 12日

5 そ の 他

1) 契約金額は、見積書に記載された金額に、同金額のうち課税対象額の１００分の１０に相当する額を
加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）としま
す。

2)

3)

4）

4) 提 出 先

なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再
度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は
令和8年6月15日　12時までとします。

8) そ の 他

提出期限

7)

独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所

最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。くじの方
法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

請書を使用する場合があります。

請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。

・機構における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格業者のうち「暖冷房・衛生
設備工事」の認定を受けており、かつ、建設業法の「管工事（管）」の許可を受けている
こと。
・本店、支店又は営業所が大分県、熊本県、佐賀県又は福岡県内に所在する者であるこ
と。

見積回数

見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してくだ
さい。

12時

提出方法 ＦＡＸ、電子メール、郵送又は持参による。（※ＦＡＸ番号、メールアドレスは、４）
に記載）なお、電子メールによる場合は、送信メールの件名に見積依頼書の件名を記載
してください。

経理課　林田　絵理子
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第１章 総則 

第１節 適用 

１－１ 適用 

１．この仕様書は、令和8年度 松原ダム副水位計保護管据付工事（以下「本工事」という。）

に適用する。 

 

第２節 工事内容 

２－１ 工事場所 

大分県日田市大山町西大山地内  

 

２－２ 工事概要 

本工事は、松原ダムに設置された副水位計の機能を正常に維持し、円滑な運用を図るた

め保護管の据付（延長）を行うものである。 

 

２－３ 施工範囲 

本工事の施工範囲は、次の設備の据付までの一切とする。 

設備名・配管名 施 工 内 容 数量 

共同溝付帯設備 保護管の据付 

（延長範囲：EL237m～227m 程度） 
１式 

 松原ダム副水位計保護管 

 

第３節 工期等 

３－１ 工  期 

工期は、休日等を見込み、契約締結の翌日から令和８年８月３０日までとする。 

 

第４節 貸与品等 

本工事の貸与品は次のとおりとする 

施設名称 船舶名 形式・規格等 数量 貸与期間 使用目的 ※ 

松原ダム 梅翔 巡視艇・船外機50ps 1隻 作業期間 作業箇所移動等 

※操船は機構担当職員が行う 

 

第５節 立会による確認 

受注者は、次表の施工について、機構担当職員の立会による確認を受けなければならない。 

種 別 細 別 立 会 工 事 内 容 備 考 

品質管理 材料管理 外観、規格の確認 現場搬入時 

 

第６節 段階確認 

 受注者は、次表の施工段階において、機構担当職員の段階確認を受けなければならない。 

種 別 細 別 確認時期 確 認 項 目 

品質管理 据付管理 据付完了後 据付完了後の外観 

 

第７節 提出図書 

  提出図書は次のとおりとする。 

   １．現場施工前に提出するもの 

  ・工程、施工要領に関する事項 
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  ・使用材料の仕様に関する事項 

２．工事完成前に提出するもの 

  ・完成図書（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ） ２部 

 

第８節 疑義等 

受注者は、設計図書に明示されていない事項又は設計図書に疑義が生じた場合は、速や

かに機構担当職員と協議するものとする。 
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第２章 施工 

第１節 主要仕様 

既設保護管の主要仕様は、次に示すとおりである。 

対象施設 松原ダム 

対象機器 副水位計 

保護管仕様 ・設置区間：EL273m～237m程度 

・材質：硬質塩化ビニル管（VU管） 

・寸法:呼び径200mm、4m/本 

・固定方法：固定バンド 

 

第２節 施工範囲 

施工内容は、次のとおりとする。 

設備名・配管名 施 工 内 容 数量 

共同溝付帯設備 保護管の据付 

（延長範囲：EL237m～227m 程度） 
１式 

 松原ダム副水位計保護管 

 

第３節 据付材料等 

据付を行う材料等は次のとおりとする。 

名  称 規 格 等 数量 

保護管 
硬質塩化ビニル管、呼び径200mm×外形216mm×肉

厚6.5mm、L=4m 
3本 

固定バンド SUS製 8個 

芯棒打ち込み式 

アンカー 
SUS製、M12 16本 

CRゴム 厚さ1mm 1式 

 

第４節 現場施工 

４－１ 一般事項 

１．施工期間は6月29日～7月20日（休日除く）とする。 

２．ダムの貯水位はEL.237m程度とする。 

  ただし、降雨により水位が上昇する場合は、その期間内の作業をとりやめるものとする。

（事前に機構担当職員より連絡） 

３．施工は副水位計の撤去後に行うものとする。 

  なお、撤去（復旧）作業は別件業務で行うものとする。 

４．水上の作業は落水しないよう注意するとともに、落水時に備え必要な保護具、救命用具

を備えるものとする。 

５．水中の作業は潜水により行うものとする。 

６．据付が困難（軽微なものを除く）な状況（堆積物等）が確認された場合は機構担当職

員に報告するものとする。これに伴う施工の協議により大掛かりな除去作業等を行う場

合は設計変更の対象とする。 

７．受注者は、本工事の施工にあたっては機構担当職員と連絡を密にし、工程に手戻り等

のないよう施工するものとする。 
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８．受注者は、既設の構造物又は関連機器等に損傷を与えた場合、速やかに機構担当職

員に報告するものとする。この場合、機構担当職員の指示により受注者の費用負担にお

いて復旧しなければならない。 

９．受注者は、施工にあたり必要な安全対策、養生等を行うものとする。 

 

４－２ 据付作業 

１． 既設の副水位計保護管（EL.237m程度）以降を延長するものとする。 

２． 延長範囲はEL227m程度（湖底レベル）までとする。 

３．湖底までの延長に伴う最後（3本目）は現地合わせで調整するものとする。 

４．管内に段差ができないよう配慮した接続とする。 

５．導水性を持たせるため、管の円周方向に3～4箇所、管軸（縦）方向に1m程度の間隔で

千鳥状に穴あけ加工を行うものとする。 

６．保護管に適合した固定バンドにより据付を行うものとする。 

  また、安定した固定とするため、間にCRゴムを挟むものとする。 

 

― 以 上 ― 



独立行政法人水資源機構  筑後川上流総合管理所

出典 ： 国土地理院
 工事名 令和8年度 松原ダム副水位計保護管据付工事

 名 称 【参考図】
位置図

登録番号 整理番号 001

位 置 図

日田市

◎
工事場所

松原ダム
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 工事名 令和8年度 松原ダム副水位計保護管据付工事

 名 称 【参考図】
副水位計（保護管）配置図

登録番号 整理番号 002













                                               令和  年  月  日 

 

 

 独立行政法人水資源機構分任契約職 

  所 長   前 田  剛 宏  殿 

 

                                     住   所 

                                    会 社 名 

                   代表者氏名 

 

 

見積依頼書等の交付受領書 

 

  令和８年６月５日に交付された「令和 8 年度 松原ダム副水位計保護管据付

工事」の見積依頼書等を受領しました。 
 

 

〈連絡先〉 

 

  担当部署名： 

 

  担 当 者： 

 

  電 話 番 号： 

 

  ＦＡＸ番号： 
 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

 

 

◆くじ用数値 

 

 

 

 

 

 

  「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定する 

  ためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。 

メール送信先 nyukei_chikugojouryu@water.go.jp 
FAX 送信先 ０９４６－２５－０１３３ 

担当：独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所 林田あて 


